
橋本市運動公園フリーマーケット 出 店 者 募 集 要 項 

 

1．開催日  令和 6 年 4 月 28 日(日) 10：00～15：00 

       ※雨天の場合、翌日の 4月 29 日(祝)に順延します。 

2．場 所  サカイキャニングスポーツパーク橋本市運動公園 プール前の園路 

3．主 催  公益財団法人橋本市文化スポーツ振興公社 

4．募集数  ４５区画  ※サイズ・場所等は別紙図面で確認してください。 

       ※今回はキッチンカーの出店も募集しています(4 店のみ) 

5．出店料  1,200 円～2,200 円（清掃協力金を含む） 

6．申込期間 3 月 11 日(月)～3 月 26 日(火)の間に Google フォームからお申込みください。 

 申込期間終了後、事務局にて抽選のうえブース位置を決定します。 

※お申込み時に希望ブース位置を記載していただきます。 

       ※運動公園テニスコート管理棟へ直接または FAX(33-2324)申込みも可能です。 

       ※申込者が実際に出店しない名義貸しは厳禁とします。 

7．抽選方法 市内優先枠を２３とし、先に市内在住者のみ抽選し２３枠を決定し、残り２２枠は 

市外在住者も含めて抽選し決定します。抽選の結果はメールにてお知らせします。 

申し込みは 18 歳以上の方でお願いします。 

出店にあたっての注意事項 

出店品目 

について 

コピー商品、偽ブランド品、医薬品、危険物など法律に反するもの、及び衛生上 

問題があるもの等は出品できません。 

別紙の出店品目についての注意書きもお読みください。 

開催中に上記違反品を発見した場合は、速やかに撤去していただきます。 

会場内にテント・敷物・電気設備等はありません。発電機の持ち込み不可。 

持ち込みテントは、風で飛ばないよう錘等の対策をお願いします。 

搬入に 

ついて 

搬入は当日 朝 7 時 30 分～9 時 30 分にお願いします。 

会場内への車両の出入りは、9 時 30 分までに完了してください。 

9 時 30 分以降は園路への車両の出入りを禁止します。 

出店者車両をブース内に留置きされる場合、搬出は午後 3 時～4 時となります。 

ブース内に留置きされない車両は 9 時 30 分までに駐車場へ移動してください。 

出店料の 

支払いに 

ついて 

抽選で出店が確定した日から 7 日以内に、直接又は振込によりお支払いください。 

 

 

 

 

その他 

いただいた出店料は、広告宣伝費､会場の占有使用料等の経費に充てさせていただ

きます。天候の状況により、開催日を翌日に順延させていただく場合があります。 

天候やその他不可抗力により開催中止となった場合は返金させていただきますが、

申込後の自己都合によるキャンセルについては一切返金できません。（出店料は出

店確定後 7 日以内にお支払いください。） 

開催当日の正午 12 時を過ぎてから中止となった場合は『開催成立(＝早期終了)』

となり、出店料の返金はいたしません。 

振込先：紀陽銀行 橋本支店 普通預金７１２８８７ 

名 義：公益財団法人橋本市文化スポーツ振興公社 

ﾌﾘｶﾞﾅ： ｻﾞｲ)ﾊｼﾓﾄｼﾌﾞﾝｶｽﾎﾟｰﾂｼﾝｺｳｺｳｼｬ      ※振込手数料はご負担ください 

申込みフォームＱＲｺｰﾄﾞ 



橋本市運動公園フリーマーケット 出店申込書（事務所提出用） 

グーグルフォームで申し込みができない方はこちらの申込書に記入し提出してください 

□(ﾁｪｯｸ)私は、別紙募集要項記載の注意事項を了承のうえ、下記により申し込みます。 

申込受付日：  月   日 
  受付№ 

ふりがな  ふりがな  

申込者 

氏名 

  

 

団体名 

事業所名 

 

住 所 

連絡先 

〒 

 

携帯電話 

メール    ＠ 

 

出店内容 ※○印をつけてください 

 衣料品  

 おもちゃ 

 日用雑貨 【具体的に：                         】 

 手作り雑貨【具体的に：                         】 

 食料品【具体的に：                           】 

 農産物【具体的に：                           】 

 その他【具体的に：                           】 

 

希望ブース位置 ※〇数字をつけてください（第 1 希望①、第 2 希望②、第 3 希望③…） 

 Ａゾーン №１～№２ テニスコート L 前の芝生 

 Ｂゾーン №３～№６ 修景池前 

 Ｃゾーン №７～№14 50m プール前園路 

 Ｄゾーン №15･№16･№21･№22 プール駐車場空き地（未舗装） 

 Ｅゾーン №23～№26 プールモニュメント前 

 Ｆゾーン №27～№34 流水プール側歩道 

 Ｇゾーン №35～№43 流水プール向かい西側歩道 

 Ｈゾーン №44～№49 ミニブース（未舗装） ＠1200 円 

 

搬入予定車両について  

車種・色 （例:トヨタ ノア 白）  

車両ナンバー（例：和歌山 500 あ 1234）  

⇒FAX 番号（0736）33-2324  



【フリーマーケット出店品目についての注意事項】 

 

①手作り食品 △ 食品衛生法に基づき保健所の許可が必要。作る人物（食品衛生管理者）

作る場所の許可（自宅キッチンは不可）が必要ですので、出店者自身

が責任を持ち、法令遵守したうえで販売してください。 

ただし、その場で加工調理したり、皿、カップ、個袋等に移し替えて

販売することは禁止します。 

②お酒類 〇 『継続的な販売』に該当する場合は、酒類販売業免許が必要ですが、

自宅保管の不要な酒類を一時的に売る行為は問題ありません。 

その場でコップに注いで試飲する行為は禁止します。 

③農作物 〇 野菜や果物の販売に特別な許可は必要ありません。 

ただし、手を加えて、その場で食べられる状態にして販売することは

禁止します。 

④医薬品 × 薬事法の規制対象ですので禁止です。 

 

⑤医薬部外品 

化粧品 

○ 容器のまま売る分は問題ありませんが、別の容器に移し替えて販売す

ることは禁止です。 

⑥手作り石鹸 × 保管方法･期間により成分が変化し、使用者に害を与える危険がある

ため、薬事法の規制対象となり、製造・販売にあたっては厚生労働大

臣の許可が必要です。 

⑦タバコ × 「たばこ事業法」に基づき財務大臣（財務局長）の許可が必要です。 

⑧金券・古銭 × 個人がフリマで金券ショップを開店することはできません。 

⑨動物・ 

ペット類 

× 哺乳類、鳥類、爬虫類に属するものを販売するには 「動物の愛護及

び管理に関する法律」 に基づき、各都道府県知事へ保健所を通して

動物取扱業の届出が必要です。 

届出があっても、衛生上の問題があるので当フリーマーケットでは禁

止とします。 

⑩昆虫類・ 

メダカ 

△ 法的規制はありませんが、衛生上問題があると主催者が判断した場合

は販売禁止とします。 

⑪ジャンク品 

（故障品） 

△ 不具合箇所を事前に購入者に説明して了解を得たうえで、販売してく

ださい。クレームがあった場合は出店者で対処してください。 

⑫整体 

マッサージ 

× 国家資格と営業許可が必要です。また、運動公園フリーマーケットの

企画意図に反するため不可とします。 

⑬リラクゼーシ

ョン、ネイル 

× 法的規制はなく、他のフリマで実施可能なところもありますが、運動

公園フリーマーケットの企画意図に反するため不可とします。 

⑭占い × 法的規制はなく、他のフリマで実施可能なところもありますが、運動

公園フリーマーケットの企画意図に反するため不可とします。 

⑮音楽演奏 △ 演奏に対して金銭をもらう行為は禁止とします。 

周りの迷惑にならない程度のものを無償で行う場合は、事前に主催者

に相談して許可を得てください。 

 


